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吉 岡  伸 泰
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※　日本銀行はインターネットによる情報提供を行っており、日本銀行
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　1．議決事項

（１）金融政策決定会合関係

◆･金融市場調節方針の決定および「当面の金融政策運営につい
て」の公表に関する件（3月10・11日）

　本委員会は、平成26年3月10・11日の金融政策決定会合において、次回金融政

策決定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとすること、および当面の

金融政策運営について別紙のとおり公表することを決定した。

記

　マネタリーベースが、年間約60〜70兆円に相当するペースで増

加するよう金融市場調節を行う。
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◆･「貸出支援基金運営基本要領」の一部改正等に関する件（3月
10・11日)

　本委員会は、平成26年3月10・11日の金融政策決定会合において、わが国経済

の成長基盤強化に向けた民間金融機関の取り組みに対する支援を拡充するとと

もに、民間金融機関の一段と積極的な行動と企業や家計の前向きな資金需要の

増加を促す観点から、下記の諸措置を講ずることを決定した。

記

1．「貸出支援基金運営基本要領」（平成24年12月20日決定）注1）を別紙1.のとお

り一部改正すること。

2．「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給基

本要領」（平成22年6月15日決定）注2）を別紙2.のとおり一部改正すること。

3．「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給に

おける貸付対象先選定基本要領」（平成22年6月15日決定）注3）を別紙3.のとお

り一部改正すること。

4．「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給に

おける出資等に関する特則」（平成23年6月14日決定）注4）を別紙4.のとおり一

部改正すること。

　

注1 ）　「貸出支援基金運営基本要領」の全文については、インターネット・ホームページ

をご参照ください。

注2 ）　「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給基本要領」

の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。

注3 ）　「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給における

貸付対象先選定基本要領」の全文については、インターネット・ホームページをご参

照ください。

注4 ）　「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給における

出資等に関する特則」の全文については、インターネット・ホームページをご参照く

ださい。
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5．「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給に

おける小口投融資に関する特則」（平成24年3月13日決定）注5）を別紙5.のとお

り一部改正すること。

6．「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給に

おける米ドル資金供給に関する特則」（平成24年4月10日決定）注6）を別紙6.の
とおり一部改正すること。

7．「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給基本要

領」（平成24年12月20日決定）注7）を別紙7.のとおり一部改正すること。

8．「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給におけ

る貸付対象先選定基本要領」（平成24年12月20日決定）注8）を別紙8.のとおり

一部改正すること。

9．「「共通担保資金供給オペレーション基本要領」等の特則に関する件」（平成

22年10月5日決定）注9）を別紙9.のとおり一部改正すること。

10．「日本銀行業務方法書」（平成10年3月24日決定）注10）を別紙10.のとおり一部

変更すること。

　

注5 ）　「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給における

小口投融資に関する特則」の全文については、インターネット・ホームページをご参

照ください。

注6 ）　「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給における

米ドル資金供給に関する特則」の全文については、インターネット・ホームページを

ご参照ください。

注7 ）　「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給基本要領」の

全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。

注8 ）　「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給における貸付

対象先選定基本要領」の全文については、インターネット・ホームページをご参照く

ださい。

注9 ）　「「共通担保資金供給オペレーション基本要領」等の特則に関する件」については、

インターネット・ホームページをご参照ください。

注10 ）　「日本銀行業務方法書」の全文については、インターネット・ホームページをご参

照ください。
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11．「日本銀行業務方法書中一部変更」（平成24年12月20日決定）を別紙11.のと

おり一部変更すること。

12．「日本銀行組織規程中一部変更」（平成22年6月15日決定）を別紙12.のとお

り一部変更すること。

13．「日本銀行組織規程中一部変更」（平成24年12月20日決定）を別紙13.のとお

り一部変更すること。
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◆･金融政策決定会合の議事要旨（2014年2月17・18日開催分）に
関する件（3月10・11日）

　本委員会は、平成26年3月10・11日の金融政策決定会合において、金融政策決

定会合の議事要旨（2014年2月17・18日開催分）注11）を承認した。

　

注11 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（3月14日公表）。
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（２）通常会合関係

◆･参与の推薦に関する件（3月4日）

　本委員会は、平成26年3月4日、日本銀行法第23条第4項の規定に基づき、財務

大臣に対し、平野 信行 氏を参与に推薦することを決定した（4月1日、財務大臣

より任命）。

◆･第130回事業年度（平成26年度）経費予算の作成等に関する件
（3月18日）

　本委員会は、平成26年3月18日、第130回事業年度（平成26年度）経費予算の

作成等について、別紙のとおり決定した。
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（注） 　上記別紙中、平成26年度（第130回事業年度）経費予算のうち、日本銀行法第51
条第1項に定める経費の予算（本政策委員会月報P.39を参照）については、3月28日、

同条同項に基づく財務大臣の認可を取得しました。
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◆･平成26年度不動産その他の重要な財産の取得または処分に関
する件（3月18日）

　本委員会は、平成26年3月18日、平成26年度不動産その他の重要な財産の取得

または処分に関し決定した。

◆･日本銀行の行動原則および中期経営計画（平成26～30年度）
等に関する件（3月25日）

　本委員会は、平成26年3月25日、日本銀行の行動原則および中期経営計画（平

成26〜30年度）等に関し、下記のとおり決定した。

記

1．日本銀行の行動原則を別紙1．のとおり定めること。

2．中期経営計画（平成26〜30年度）を別紙2．のとおり定めること。

3．平成26年度の定員（常勤職員数の最高限度）を4,900人とすること。
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◆･「2014年度の考査の実施方針等について」に関する件（3月25
日）

　本委員会は、平成26年3月25日、2014年度の考査の実施に関する重要事項とし

て、「2014年度の考査の実施方針等について」を別紙のとおり定め、対外公表す

ることを決定した。
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◆･「日本銀行新型インフルエンザ等対策業務計画」の作成等に関
する件（3月25日）

　本委員会は、平成26年3月25日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」（平

成24年法律第31号）第9条第1項の規定により、「日本銀行新型インフルエンザ等

対策業務計画」を別紙のとおり作成し、同日から実施することを決定した。
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◆･政策委員会月報（平成26年2月）に関する件（3月25日）

　本委員会は、平成26年3月25日、政策委員会月報（平成26年2月）を承認した。
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　2．報告事項

●貨幣事務における市中流通拠点の活用（発券局）注1）

●�金融広報中央委員会の2013年度活動の総括と2014年度活動方
針案（情報サービス局）

●�国際的な金融規制を巡る最近の動向（金融機構局）

●�新日銀ネットの有効活用に向けた協議会における議論の概要
および本行の対応（決済機構局）注2）

●�国際収支マニュアル第 6版対応の状況および2013年の国際収
支概要（国際局）

●�金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告（金
融機構局）

●次世代育成支援のための行動計画（第 3期）（総務人事局）注3）

　

注1 ）　「「市中流通拠点における貨幣の受払要綱」の制定について」は、インターネット・

ホームページをご参照ください。本件は、本委員会で2月中に報告され、4月3日に対外

公表されました。

注2 ）　「「新日銀ネットの有効活用に向けた協議会」報告書の公表について」および「新日銀

ネットの稼動時間について─「新日銀ネットの有効活用に向けた協議会」報告書を踏ま

えて」については、インターネット・ホームページをご参照ください（3月14日公表）。

注3）　インターネット・ホームページをご参照ください（3月28日公表）。
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